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11月 28日、公有水面埋立許可の延長に「矛盾だらけ」と抗議する清水さん  

       KRYの放送から https://kry.co.jp/news/news102hmmaowysabgh1xvv.html 

 

「山口県は、ふたつのゴマカシを行っている」  

熊本一規さんのコメント（裏面に掲載） 

熊本一規さん ZOOM 講演会 

12 月 17 日（土）午後 3 時～5 時 

視聴会場：宇部市市民活動センター「青空」 

  申込み：ZOOM 参加希望は、フェースブック岡本正彰へメッセンジャーで申し込んで下さい。 

  12 月 22日から始まる、中電が島民の会を提訴した裁判を前に、「漁業権」について、中電との争点を軸に 

学びます。熊本さんは、1985年に祝島を訪問して以来、祝島島民の会と歩みを共にしている「漁業法」の専門 

家です。著書『権利に基づく闘い』『海はだれのものか』など多数。 

裏面で書いているように、動画を駆使した講演です。 

ホームページ 上関原発関連 http://www.kumamoto84.sakura.ne.jp/Kaminoseki/Kaminoseki.html 

  問合せ：いのち・未来うべ 

考える素材 
発行：いのち・未来うべ 資料と意見№080  2022.12.02（金） 

宇部市立図書館雑誌スポンサー『世界』（岩波書店）を提供 

連絡先：〒755-0029 山口県宇部市新天町１丁目２−36 宇部市民活動センター「青空」 

ブログ：https://blog.goo.ne.jp/nonukes2013 電話 080-6331-0960（安藤公門） 

  

 

        

原発ゼロへ！金曜ウォーク＠宇部へご参加ください。 

  毎週金曜日 午後 6 時 集合場所：新川橋（ヒストリア宇部 横） 

    原発をめぐる動き、全国の運動など情報交換とアピールの場です 

 

 

https://kry.co.jp/news/news102hmmaowysabgh1xvv.html
https://blog.goo.ne.jp/nonukes2013


       3 回目の埋立免許伸長について   

熊本一規 （明治学院大学名誉教授） 

 

  11 月 28 日、山口県は、上関原発に係る埋立免許の 3 回目の伸長を決めました。※ 

  公有水面埋立法には、埋立事業の手続きとして、「漁業権者の埋立同意」があって埋立免許を出せ、さらに

「漁業権者への補償」をして埋立工事に着工できる旨、規定されています。 

  ところが、法を守ると埋立事業が進まないため、行政は、二つのゴマカシをしています。 

  一つは、公有水面埋立法にいう「漁業権者」には、免許を受ける漁業権(共同漁業,定置漁業,区画漁業)しか

含まれず、慣習に基づく漁業権 (自由漁業,許可漁業)は含まれないというゴマカシです。 

  もう一つは、共同漁業権の漁業権者は、免許を受ける漁協であり、漁業を営む漁民(関係漁民)ではない、と

いうゴマカシです。 

  二つのゴマカシにより、実質的に、共同漁業の免許を受けている漁協の同意さえあれば、埋立免許を出すこ

とも伸長することもきわめて容易にしているのです。 

 

  しかし、素直な感性を持っている人ならばすぐにわかることですが、免許を受けているだけで漁業を営んで

いない漁協の同意によって、なぜ関係漁民に損害を与える埋立事業の免許を出せるのでしょうか。本来、損害を

受ける人、補償を受ける人の同意が必要なはずで、何の損害も受けない漁協で同意できるとは、あまりにもおか

しなことです。 

  このゴマカシを、浜本幸生さんは、「漁業法は、免許や許可を誰に与えるか、という趣旨の法律なので、共

同漁業権の漁業権者を漁協としているが、そのことを公有水面埋立法は悪用した」と言って憤慨されていました。

公有水面埋立法の漁業権者は、漁業法の場合と異なり、損害を受ける者にすべき、という意味の発言です。 

  しかし、この点で埋立免許を追及するには、かなりの立論を要します。ましてや、「共同漁業権を有するの

は漁協」とした、あまりにお粗末な平成元年最高裁判決がありますので、入念な立論で攻めていかなければなり

ません。 

  浜本幸生さんは、晩年、平成元年最高裁判決を批判して大著『共同漁業権論』を出されましたし、私も、拙

著『公共事業はどこが間違っているのか』や『海はだれのものか』で同判決を批判していますが、本だけで展開

しても拡がらない限界を痛感しています。 

  幸い、YouTube にアップする技術を身に着けましたので、本での展開に加え、いずれ動画を活用して説明

したいと思っています。 

  しかし、ともあれ、埋立免許は、2008 年以来、ずっと存在しているのですから、それが伸長されたからと

いって、祝島漁民の補償金不受理によって埋立工事や調査を止められていることに変わりはありません。 

  つまり、埋立免許伸長は、上関原発を断念したことが明らかになるのを回避できただけの効果しかなく、調

査や埋立工事を進める効果は全くないのです。ご安心下さい。（2022 年 11 月 30 日 熊本さんのホームページ

から転載しました。）

  
※毎日新聞 11 月 28 日 

   https://mainichi.jp/articles/20221128/k00/00m/040/108000c 


